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１．沿 革

(1)小名浜海運支局

明治３１年 ９月 逓信省東京船舶司検支所が石巻に設置された。

明治３２年 ６月 海時局官制により東京海事局石巻海務所と改称、船舶職員及び水先

人の試験、船舶の測度及び検査、その他法令の定むるところに従い

管海官庁の事務をとることとなった。

明治４３年 ３月 海務省が廃止され、同事務は逓信監理局の所管となり海事部が設置

された。

大正 ２年 ６月 官制改正により石巻海事部は北部逓信局海事部となった。管轄区域

は東北６県

大正 ８年 ５月 官制改正により仙台逓信局海事部となった。

昭和１６年１２月１９日 官制改正により逓信省管船局、地方組織は海時局となり横浜海務局

塩釜支局及び青森支局が設置された。

昭和１８年１１月 １日 官制改正により運輸通信省が設置されるとともに、塩釜海運局が設

置され東北６県が管轄、下部組織として青森・八戸・船川・釜石各

支局及び石巻分室が設置された。

昭和２０年 ６月 １日 官制改正により運輸通信省を運輸省に改め、塩釜海運局は東北海運

局と改称された。

昭和２２年 ４月１６日 東北海運局小名浜出張所が新設された。

昭和２２年１１月 １日 支局に昇格し、東北海運局小名浜支局となった。

昭和２３年 ５月 １日 海上保安庁の新設に伴い、港則法及び船舶職員法事務が移管、同時

に海運局長が海上保安部長を兼任することになった。

昭和２４年 １月 １日 船舶検査事務を海上保安庁に移管した。

昭和２４年 ６月 １日 運輸省施行法が設置された。

昭和２７年 ８月 １日 運輸省設置法等の改正により一時海上保安庁の所管となった港則法

及び船舶職員法事務が再び海運局に移管されるとともに、船員職業

安定所が本局船員部と青森支局に内部機構として編入された。

昭和３４年 ４月 １日 東北運輸局小名浜支局に船員職業安定所が新設された。

昭和４１年 ５月２０日 運輸省設置法の一部改正により港則法に関する事務を海上保安庁に

移管した。

昭和４４年 ４月 １日 業務移管により内陸倉庫・冷蔵倉庫関係業務が陸運局から移管され

た。

昭和５３年 ４月 １日 小名浜支局船員職業安定所が船員職業安定係に変更された。

昭和５６年 ４月 ３日 支局等組織規定の一部改正により、課制が設けられるとともに船員

職業安定所が新設された。

昭和５９年 ７月 １日 運輸省設置法の改正により、東北海運局と仙台陸運局が統合となり、

東北運輸局となり東北運輸局小名浜海運支局と改称された。

昭和６２年１０月 １日 支局組織規程の一部改正により、主任船員労務官が位置された。

平成１３年 １月 ６日 国土交通省設置法が施行され、運輸省・建設省・北海道開発庁及び

国土庁が統合され国土交通省となった。

平成１４年 ７月 １日 国土交通省設置法等の改正により、福島運輸支局が設置され、福島

運輸支局（小名浜庁舎）となった。
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(2)福島陸運支局

昭和２２年 ３月２２日 運輸省告示第７１号「鉄道局自動車事務所を設置する件」で福

島市（福島市栄町５－１）に仙台鉄道局福島自動車事務所とし

て設置された。

臨時物資需給調整法関係の自動車用石油製品及び指定生産資材

の割当業務を所掌した。

昭和２２年 ４月 １日 事務所を福島市北町２に移転した。

昭和２３年 １月 １日 道路運送法（昭和２２年１２月１６日法律第１９１号）の施行

により、福島道路運送監理事務所として運輸省の直轄機関とな

った。

自動車運送事業の監理、資材の割当、自動車の登録及び検査業

業務を所掌した。

福島市渡利字七社ノ宮１７の自動車検査場が福島県警察部から

移管された。

昭和２３年 ４月 １日 事務所を福島市大町１５に移転した。

昭和２４年 ２月 １日 事務所を福島市栄町２６に移転した。

昭和２４年 ６月 １日 運輸省設置法（昭和２４年５月３１日法律第１５７号）の施行

により仙台陸運局が設置された。

昭和２４年 ８月 １日 福島道路運送監理事務所が廃止され、仙台陸運局福島分室とな

った。

昭和２４年１１月 １日 「国の地方出先機関の都道府県への委譲について（昭和２４年

１１月１日付け発連第４４号）」により仙台陸運局福島分室が

廃止となり福島県陸運事務所が設置された。

昭和２５年５月地方自治法の一部改正により福島県陸運事務所

は、同法附則第３項と第４項により福島県知事直轄の機関とな

り、昭和２５年９月１日以降は設置根拠が福島県条例となった。

昭和２６年１ 2月 ５日 燃料課が登録資材課に改称となった。

昭和２９年 ３月２９日 自動車検査場・上屋及び同事務室を福島市南沢又字道合１－１

に新築した。

昭和３９年 ３月２１日 福島県陸運事務所庁舎と自動車検査場を「福島市吉倉字吉田５

４番地」に移転した。

昭和４６年 ４月 １日 登録・検査業務の電子情報処理が開始された。

昭和５２年 ４月１８日 車両課が新設された。

昭和５４年 ４月 ４日 昭和５４年３月３１日福島県規則第１４号「福島県行政組織の

一部を改正する規則」で福島県陸運事務所いわき支所がいわき

市（いわき市内郷綴町舟場１－１３５）に新設された。

昭和５４年 ４月２３日 福島県陸運事務所いわき支所の業務が開始された。

昭和５８年 ３月１５日 福島陸運事務所庁舎を増築した

昭和５９年 ７月 １日 運輸省設置法の改正により、東北海運局と仙台陸運局が統合さ

れ東北運輸局となった。

昭和６０年 ４月 １日 「道路運送法等の一部を改正する法律（昭和５９年８月１０

日法律第６７号）」による運輸省設置法の一部改正と施行によ

り地方事務官制度が廃止され運輸省直轄となり、福島陸運支局

と福島陸運支局いわき自動車検査登録事務所が設置され、福島

県陸運事務所と福島県陸運事務所いわき支所は廃止された。

登録資材課が登録課となった。

平成 ９年 ４月 １日 登録課及び車両課が部門制となり、登録部門・検査部門と改称

となった。

平成１３年 １月 ６日 国土交通省設置法が施行され、運輸省・建設省・北海道開発庁

及び国土庁が統合され国土交通省となった。

平成１４年 ７月 １日 国土交通省設置法等の改正により、福島運輸支局が設置された。


